
 

 

男鹿市規則第２１号 

男鹿市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

 男鹿市国民健康保険税条例施行規則（平成１７年男鹿市規則第８５号）の一

部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（様式） 
第２条 次の表の左欄に掲げる条例及
びこの規則の規定による同表中欄に

掲げる書類等の様式は、それぞれ同表
右欄に掲げるところによるものとす
る。 

左欄 中欄 右欄 

条例第
24 条の
３第１
項 

産前産後期間
に係る国民健
康保険税軽減
届出書 

様 式 第
６号 

条例第
26 条第
２項 

（略） （略） 

第５条 （略） （略） 
 

（様式） 
第２条 次の表の左欄に掲げる条例及
びこの規則の規定による同表中欄に

掲げる書類等の様式は、それぞれ同表
右欄に掲げるところによるものとす
る。 

左欄 中欄 右欄 

条例第
26 条第
２項 

（略） （略） 

第5条 （略） （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

改正後 改正前 

様式第６号（第２条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 


